
 【参考資料】 

   湯河原町防犯カメラ設置助成事業補助金交付要綱の一部を改正する告示    

新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

湯河原町防犯カメラ設 

置助成事業補助金交付 

要綱 

（補助対象） 

第３条 補助金の交付の対象は、次

の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

(1) 湯河原町内に防犯目的で防犯

カメラを設置する、建物の所有

者若しくは所有者の同意を得た

管理者又は占有者とする。 

(2) 同一の建物が、この補助金の

交付を受けたことがないこと。 

(3) （略） 

(4) 令和８年９月30日までに所定

の完了報告書等を町に提出でき

る工事であること。 

(5) （略） 

(6) （略） 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、 

次に掲げる防犯カメラの設置に必 

要な経費とする。 

(1) （略） 

(2) 町内業者により施工された防 

犯カメラ設置工事費（既存設備

の撤去又は移設に要する経費、

土地の造成、土地又は建物等の

使用若しくは取得に要する経費

は除く。） 

２ （略） 

３ （略） 

（補助金の額） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

 

湯河原町防犯カメラ設 

置費補助金交付要綱 

 

（補助対象） 

第３条 補助金の交付の対象は、次

の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

(1) 町内に防犯目的で防犯カメラ

を設置する建物の所有者又は所

有者の同意を得た管理者若しく

は占有者とする。 

 

 

(2) （略） 

(3) 令和10年９月30日までに所定 

の完了報告書等を町に提出 

できる工事であること。 

(4) （略） 

(5) （略） 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、

次に掲げる防犯カメラの設置

に必要な経費とする。 

(1) （略） 

(2) 町内業者により施工された防 

犯カメラ設置工事費（既存設備 

の撤去又は移設に要する経費、 

土地の造成、土地又は建物等の 

使用若しくは取得に要する経費 

を除く。） 

２ （略） 

３ （略） 

（補助金の額等） 

第５条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

４ 補助金の交付は、補助金の交付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 
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（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようと

する者は、防犯カメラ設置工事の

着手前に防犯カメラ設置助成事業

補助金交付申請書(様式第１号)に

次に掲げる書類を添えて、令和８

年３月31日までに、町長に申請し

なければならない。 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3)  防犯カメラ設置助成事業補

助金課税台帳等閲覧承諾書(様

式第２号) 

(4) （略） 

(5) （略） 

（交付の決定及び通知） 

第７条 （略） 

２ 町長は、前項の規定により補助

金の交付の可否を決定したときは、

防犯カメラ設置助成事業補助金交

付・却下決定通知書（様式第３号）

により、申請者にその旨を通知す

るものとする。 

３ （略） 

（変更又は中止の届出等） 

第８条 （略） 

２ 町長は、前項の規定による届出

があったときは、速やかに届出の

内容を審査し、変更又は中止の承

認の可否を決定し、防犯カメラ設

置助成事業補助金交付変更決定通

知書（様式第５号）により、交付

対象者に通知するものとする。 

を受けようとする建物の所有者又

は所有者の同意を得た管理者若し

くは占有者につき１回限りとする。

ただし、補助金の交付の日から起

算して10年を経過した場合は、こ

の限りでない。 

(交付の申請) 

第６条 補助金の交付を受けようと

する者は、防犯カメラ設置工事の

着手前に防犯カメラ設置費補助金 

交付申請書(様式第１号)に次掲 

げる書類を添えて、令和10年３月 

31日までに、町長に申請しなけれ 

ばならない。 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) 防犯カメラ設置費補助金課

税台帳等閲覧承諾書(様式第２

号) 

(4) （略） 

(5) （略） 

（交付の決定及び通知） 

第７条 （略） 

２ 町長は、前項の規定により補助

金の交付の可否を決定したときは、

防犯カメラ設置費補助金交付・却

下決定通知書（様式第３号）によ

り、申請者にその旨を通知するも

のとする。 

３ （略） 

（変更又は中止の届出等） 

第８条 （略） 

２ 町長は、前項の規定による届出

があったときは、速やかに届出の

内容を審査し、変更又は中止の承

認の可否を決定し、防犯カメラ設

置費補助金交付変更決定通知書

（様式第５号）により、交付対象

者に通知するものとする。 
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３ （略） 

（補助金の額の決定） 

第10条 （略） 

２ 町長は、前項の規定により補助

金の額を決定したときは、防犯カ

メラ設置助成事業補助金額決定

通知書（様式第７号）により、交

象者にその旨を通知するものと

する。 

（補助金の請求及び交付） 

第11条 前条に規定する通知書を受

けた交付対象者は、防犯カメラ設

置助成事業補助金請求書（様式第

８号）により、速やかに町長に補

助金を請求するものとする。 

２ （略） 

（交付決定の取消し） 

第13条 町長は、交付対象者が次の

各号のいずれかに該当するときは、

防犯カメラ設置助成事業補助金

交付決定取消通知書（様式第９

号）により、補助金の交付決定を

取り消すことができる。 

(1) （略） 

| 

(3) （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ （略） 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年９月30日

限り、その効力を失う。 

様式第１号 

様式第１号（第６条関係） 

防犯カメラ設置助成事業補助金交付申請書 

年 月 日 

湯河原町長 様 

申請者 住  所 

３ （略） 

（補助金の額の決定） 

第10条 （略） 

２ 町長は、前項の規定により補助

金の額を決定したときは、防犯カ

メラ設置費補助金額決定通知書

（様式第７号）により、交付対象

者にその旨を通知するものとす

る。 

（補助金の請求及び交付） 

第11条 前条に規定する通知書を受

けた交付対象者は、防犯カメラ設

置費補助金請求書（様式第８号）

により、速やかに町長に補助金を

請求するものとする。 

２ （略） 

（交付決定の取消し） 

第13条 町長は、交付対象者が次の

各号のいずれかに該当するときは、

防犯カメラ設置費補助金交付決定

取消通知書（様式第９号）により、

補助金の交付決定を取り消すこと

ができる。 

(1) （略） 

| 

(3) （略） 

附 則 

（施行期日） 

１ （略） 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和10年９月30日

限り、その効力を失う。 

様式第１号 

様式第１号（第６条関係） 

防犯カメラ設置費補助金交付申請書 

年 月 日 

湯河原町長 様 

申請者 住  所 
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氏  名 

電話番号 

防犯カメラ設置助成事業補助金の交付を受

けたいので、次のとおり関係書類を添えて申

請します。 

（略） 
 

（略） 

様式第２号 

様式第２号（第６条関係） 

防犯カメラ設置助成事業補助金課税台帳等閲

覧承諾書 

年 月 日 

湯河原町長 様 

 住  所 

  ふりがな 

氏  名 

電話番号 

生年月日 年 月 日 

私は、防犯カメラ設置助成事業補助金を受

けるために必要な私の住民登録資料、税務資

料その他の資料について、各関係機関に調査

し、照会し、又は閲覧することを承諾します。 

様式第３号 

様式第３号（第７条関係） 

防犯カメラ設置助成事業補助金交付・却下決

定通知書 

第   号 

年 月 日 

 様 

湯河原町長 印 

防犯カメラ設置助成事業補助金の交付につ

いて、次のとおり決定しましたので通知しま

す。 

（略） 

交付の条件 

(1)  （略） 

(2)  （略） 

(3) 次のいずれかに該当し

たときは、補助金の交付 
 

氏  名 

電話番号 

防犯カメラ設置費補助金の交付を受けたい

ので、次のとおり関係書類を添えて申請しま

す。 

（略） 
 

（略） 

様式第２号 

様式第２号（第６条関係） 

防犯カメラ設置費補助金課税台帳等閲覧承諾

書 

年 月 日 

湯河原町長 様 

住  所 

ふりがな 

氏  名 

電話番号 

生年月日 年 月 日 

私は、防犯カメラ設置費補助金を受けるた

めに必要な私の住民登録資料、税務資料その

他の資料について、各関係機関に調査し、照

会し、又は閲覧することを承諾します。 

様式第３号 

様式第３号（第７条関係） 

防犯カメラ設置費補助金交付・却下決定通知

書申請書 

第   号 

年 月 日 

 様 

湯河原町長 印 

防犯カメラ設置費補助金の交付について、

次のとおり決定しましたので通知します。 

 

（略） 

交付の条件 

(1)  （略） 

(2)  （略） 

(3) 次のいずれかに該当し

たときは、補助金の交付 
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 決定を取り消します。 

① 湯河原町防犯カメラ設

置助成事業補助金交付要

綱第３条に規定する要件

に該当しなくなったとき。 

② （略） 

③ （略） 
 
 

様式第５号 

様式第５号（第８条関係） 

防犯カメラ設置助成事業補助金交付変更決定

通知書 

第     号 

年  月  日 

    様 

湯河原町長 印 

年  月  日付けで申請のあった防

犯カメラ設置の内容変更・中止届出書につい

ては、次のとおり決定したので、湯河原町防

犯カメラ設置助成事業補助金交付要綱第８条

第２項の規定に基づき通知します。 

（略） 
 

 

様式第７号 

様式第７号（第10条関係） 

防犯カメラ設置助成事業補助金額決定通知書 

第     号 

年  月  日 

    様 

湯河原町長 印 

次のとおり防犯カメラ設置助成事業補助金

の額を決定しましたので通知します。 

（略） 
 
 

様式第８号 

様式第８号（第11条関係） 

防犯カメラ設置助成事業補助金請求書 

年  月  日 

 決定を取り消します。 

① 湯河原町防犯カメラ設

置費補助金交付要綱第３

条に規定する要件に該当

しなくなったとき。 

② （略） 

③ （略） 
 
 

様式第５号 

様式第５号（第８条関係） 

防犯カメラ設置費補助金交付変更決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

    様 

湯河原町長 印 

年  月  日付けで申請のあった防

犯カメラ設置の内容変更・中止届出書につい

ては、次のとおり決定したので、湯河原町防

犯カメラ設置費補助金交付要綱第８条第２項

の規定に基づき通知します。 

（略） 
 

 

様式第７号 

様式第７号（第10条関係） 

防犯カメラ設置費補助金額決定通知書 

第     号 

年  月  日 

    様 

湯河原町長 印 

次のとおり防犯カメラ設置費補助金の額を

決定しましたので通知します。 

（略） 
 

 

様式第８号 

様式第８号（第11条関係） 

防犯カメラ設置費補助金請求書 

年  月  日 
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湯河原町長 様 

交付対象者 住  所           

氏  名           

電話番号           

次のとおり防犯カメラ設置助成事業補助金の

交付を請求します。 

（略） 

（略） 
 

 

様式第９号 

様式第９号（第13条関係） 

防犯カメラ設置助成事業補助金交付決定取消

通知書 

第     号 

年  月  日 

    様 

湯河原町長 印 

次のとおり防犯カメラ設置助成事業補助金

の交付決定を取り消しましたので通知します。 

（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

湯河原町長 様 

交付対象者 住  所      

氏  名      

電話番号      

次のとおり防犯カメラ設置費補助金の交付を

請求します。 

（略） 

（略） 
 

 

様式第９号 

様式第９号（第13条関係） 

防犯カメラ設置費補助金交付決定取消通知書 

 

第     号 

年  月  日 

    様 

湯河原町長 印 

次のとおり防犯カメラ設置費補助金の交付

決定を取り消しましたので通知します。 

（略） 
 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日か 

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に提出され 

ているこの告示による改正前の様式 

により使用されている書類は、この 

告示による改正後の様式によるもの 

とみなす。 

 


